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第８ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成 27 年分以前の合計表を作成する場合には、「個人番号又は法人番号」欄に何も記載しないでください。

事前に年分が印刷されていない場合は、提出する法定調書の

年分を記入してください。 

「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」欄 

この欄は、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出するか

否かにかかわらず、全ての受給者（年の中途で退職した方も含

みます。）について記入してください。 

「人員」欄 

給与等の支払を受けた方の実人員を記入してください（丙欄

適用の日雇労務者の人員を含みません。）。 

通常は、作成された源泉徴収簿の枚数に符合します。 

（注） 「給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書（納付書）」に記

入した人員の累計を記入することがないようにご注意ください。

「左のうち、源泉徴収税額のない者」欄 

「給与所得の源泉徴収票」の「源泉徴収税額」欄の税額が「０

（ゼロ）」の方の数を記入してください。 

（注）  記入漏れが多い項目ですので、ご注意ください。 

「支払金額」及び「源泉徴収税額」欄 

年の中途で就職した方が就職前に他の支払者から支払を受

けた給与等の金額及び徴収された源泉徴収税額を含めないで

記入してください。 

（注）  年末調整により差引超過額が発生し、その超過額が支払者

の徴収税額を上回る場合には、「源泉徴収税額」欄には「０

（ゼロ）」と記入します。 

「Ⓑ源泉徴収票を提出するもの」欄 

「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出するものについ

て、人員、支払金額及び源泉徴収税額の合計を記入してくださ

い。  

なお、Ⓐの総額欄と異なり、年の中途で就職した方が就職前

に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された

源泉徴収税額についても含めたところで記入してください。 

「Ⓐ退職手当等の総額」欄 

退職手当金等の支払を受ける全ての受給者について記入し

てください。 

「賞金」欄 

所得税法第 174 条第 10 号に規定する内国法人に対する賞

金（馬主が受ける競馬の賞金）を含みます。 

「Ⓑ Ⓐのうち、支払調書を提出するもの」欄 

支払調書を提出するものの合計を記入してください。 

「Ⓐのうち、所得税法第 174 条第 10 号に規定する内国法人

に対する賞金」欄 

所得税法第 174 条第 10 号に規定する内国法人に対する賞

金（馬主が受ける競馬の賞金）の支払金額の総額等を記入して

ください。 

「Ⓐ使用料等の総額」欄 

支払の確定した不動産の使用料等の総額を記入してくださ

い。※支払調書の提出を要しないものを含みます。 

「Ⓐ譲受けの対価の総額」欄 

支払の確定した不動産等の譲受けの対価の総額を記入して

ください。 

なお、19 ページ ２ 各欄の記入要領 ⑧(4)の補償金がある

場合は総額に含め、当該補償金を「（摘要）」欄に記入してくだ

さい。 

人数を記入します 

（金額の記入ではありません）。

※ 
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税務署整理欄の中は記入しないでください。 

「調書の提出区分」欄 

法定調書の提出区分を記入してください。 

１ 新規に法定調書を提出する場合  「１」（新規） 

２ 追加の法定調書を提出する場合  「２」（追加） 

３ 訂正分の法定調書を提出する場合 「３」（訂正） 

４ 無効の法定調書を提出する場合 「４」（無効） 

（注）  記入漏れに、ご注意ください。提出誤りがあった場合などの「調

書の提出区分」については、P.25～26 をご覧ください。 

「本店等一括提出」欄 

支店等が提出すべき法定調書を本店等が取りまとめて光ディ

スク等により提出（本店等一括提出）する場合には、「有」に○

をしてください。この場合、光ディスク等の提出の際には、「支

払調書等合計表付表（光ディスク等提出分）の次葉『支店等別、

支払調書別件数表』」についても併せて記入・提出してください。

本店等一括提出については、22 ページを参照してください。

１  この合計表は、機械で読み取りますので、黒のボールペン

で記入してください。 

２  税務署へ提出する法定調書がない場合でも、お手数ですが、

合計表の「（摘要）」欄に「該当なし」と記入の上、提出をお

願いします。 

３  マス目が設けられている欄を記入する際には、次の記載例

にならってマス目の中に丁寧に記入してください。 

【記載例】 

 

 

 

 

（注）  この欄には、記号・文字（「￥」など）を記載しないでください。

「（摘要）」欄 

「不動産の使用料等の支払調書」及び「不動産等の譲受けの

対価の支払調書」の「（摘要）」欄にあっせん手数料に関する

事項を記入して提出するため、この支払調書の作成・提出を省

略したものについては、その支払先の人員と支払金額の合計を

「（摘要）」欄に記入してください。 

「人員」欄 

「支払を受ける者」の人格（個人か個人以外の者（法人等）

の別）により区分して記入してください。 

（注） 報酬・料金等の支払を受けた方の実人員を記入してください。

「支払金額」欄・「源泉徴収税額」欄 

該当する区分ごとに全ての報酬・料金等をそれぞれ記入して

ください。 

「税理士番号」欄 

税務署からの連絡を的確に行うために、作成税理士の登録番

号の記載をお願いするものです（任意）。 

「Ⓐあっせん手数料の総額」欄 

支払の確定した不動産売買等のあっせん手数料の総額を記入

してください。 

「提出媒体」欄 

法定調書の種類ごとに右枠外の２桁のコード（CD=17 など）

を記入してください。 


